
分野横断的な地域包括ケアシステムの推進
～ 地域共生社会の実現へ向けて

令和７年１２月１２日

蒲原基道

（日本社会事業大学社会福祉研修センター客員教授）
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いつまでも元気に暮らすために･･･  

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域（具体的には中学校
区）を単位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅 等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･  

医 療 介護が必要になったら･･･  

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。

出典：厚生労働省作成資料
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住まい

医療

生活支援・
介護予防

介護・福祉

働く／地域で活躍する

相談支援（地域包括センター、（ケアマネージャー））

・地域での活動・一般的就労／福祉的就労
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地域づくり

NPO、ボランティア
民間企業等

地域包括ケアの構造（高齢者）



地域づくりの強化（民間企業も含めて）

4

〇 地域の助け合い（NPO,ボランティアなど）

人材の確保が課題 企業の現役、退職者に期待

＊ ワークライフバランス

（例） 地域の居場所、移動支援

〇 生活密着型の民間企業による市場サービス

＊ できるだけ日常生活を継続

＊ CSR（企業の社会的責任）として

→ 「本業」として。「助け合い方式との協働」も

（例） スーパー （例）スローレジ、移動販売

飲食店

移動支援 （例）「チョイソコ」（愛知県 豊明市）



モデル実施
2018.9月

本格実施12月

・毎週(水)10:00～12:00 無料
・運転ボランティア：自治会役員など6人
※秦野市地域支え合い型認定ドライバー養成研修受講
※社会福祉法人・地域・市の３者による協定締結

事業の効果
(利用者の声)

・自分の目で見て納得がいく買い物ができた ・以前親し
かった人と何年かぶりに会えて嬉しかった ・末永くやってほしい

事業の効果
(ボランティアや
地域の声)

・地域のコミュニケーションが活発化した
・車のなかで悩みを話す人ができてストレスが解消され、安心
感が生まれたようだった
・ひとり暮らし高齢者を地域で見守るという意識が共有され
はじめた
・ボランティアが特別なことではない雰囲気が地域に生まれた
(別途「里山クラブ」も誕生:山林手入等)
・毎週外出することにより介護予防につながった

【発端＆経過】 地域の自治会連合会から買い物支援について市へ要望 市は以前この地域に移動販売車を
導入したが、徐々に購入が減り事業者が撤退した経験を踏まえて、互助活動による買い物支援を計画 市が全
戸にアンケートを配布 高齢化率50％以上で「すぐにも利用したい」との回答があった栃窪地区で実施

形態:買い物支援 車両:社会福祉法人(浄泉会) 運転＆付添:ボランティア

社会福祉法人 浄泉会提供の車両

互助
活動

神奈川県秦野市「とちくぼ 買い物クラブ」

買い物困難という課題に対して、
移動販売車や宅配等の方法も
あるが、互助活動は利用者＆
担い手双方の介護予防や地

域づくりにつながる

5

【住民主体で取組む効果】

許可・登録不要(互助による)運送の事例



一般乗合許可
（４条）

・路線バス等
・デマンド(予約)乗合タクシー

一般乗用許可
（４条）

・一般タクシー
・福祉(車両)タクシー
・福祉限定タクシー

自家用有償旅客
運送(78.79条)
2006年創設

・交通空白地有償運送
・福祉有償運送

許
可

登
録

道路運送法
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・訪問介護員による有償運送
（４条ぶら下がり）白ナンバー

許可・登録不要で行う互助活動
道路運送法の枠外 (通達による)2006年～

互
助

【法制度】 地域の移動・外出を支える交通手段と道路運送法
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バス

タクシー

自家用有償旅客運送

許可・登録の手続きが不要な運送

許
可

登
録

一般タクシー、福祉・介護タクシー、
デマンド型乗合タクシー

①交通空白地有償運送

②福祉有償運送

非営利の範囲で対価OK

道路運送法

互
助
活
動

運送の対価はNO

：タクシーが営業しない地域などで、市町村またはNPO等
が、住民全体を対象に行う

・・・地域福祉の観点から住民たちが互助の精神でつくる移動・外出支援

コミュニティバス・・・正確な定義は無し。自治体が関与していることが
多い。

：障害者手帳保有者.要介護・要支援認定者(基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄ該当
者)等を対象に市町村またはNPO等が行う.一般の高齢者は不可

運賃OK

コミュニティバスや乗合タクシーを住民
組織が企画運営するケースも

↑↑ 住民主体の移動支援は赤枠の中 ↑↑

地域生活を支える（小回りの利く）公共交通と移動支援



道路運送法上の許可・登録を要しない運送の場合
（参考）利用者から受け取れるお金＆ボランティアに渡せるお金の関係
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団 体自治体 利用者

寄付その他
の収入

運転者

報酬・謝礼

補助金 利用料

１．謝礼

２．ガソリン代、保険料等「実費相当分」
＆仲介手数料

３．生活支援サービスなどとの一体運送の
場合は、時間制や回数制の利用料を受け取
れる（運転者への支払いOK）

４．専用車両の車両維持費（施設利用料に
差をつけてもOK）

＊「１」「２」は、「３」「４」との組合
せもOK

団体の指示に従って活動する人。

運転者の人件費に対する補助金も可
（利用者が払うべき運賃を立て替えて
自治体が支払う補助は不可。



（「移動支援」関係の資料提供）

ＮＰＯ法人 全国移動支援サービスネットワーク

理事長 中根 裕（井土井支援ネットワーク千葉）

事務局長 伊藤みどり
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本人の生活を支えるインフォーマルサービス（市場サービスを含む）の活用
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本人の生活を支える「公私のサービス」と「SCの業務の対象」

個別給付

総合事業 サービス・活動A,C

総合事業 サービス・活動B,D

補助を受けていない
インフォーマルサービス

SC(生活支援コーディネーター)の仕事
の対象

公的サービス

インフォ―マルサービス
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いつまでも元気に暮らすために･･･  

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域（具体的には中学校
区）を単位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅 等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･  

医 療 介護が必要になったら･･･  

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。

出典：厚生労働省作成資料
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＜国＞ データベースの整備

○  障害者や難病患者等が地域や職場で生きがい・役割を持ち、医療、福祉、雇用等の各分野の支援を受けながら、その人らしく安心して暮らすこと

ができる体制の構築を目指す。 このため、本人の希望に応じて、

・施設や病院からの地域移行、その人らしい居宅生活に向けた支援の充実（障害者総合支援法関係、精神保健福祉法関係、難病法・児童福祉法関係）
・福祉や雇用が連携した支援、障害者雇用の質の向上（障害者総合支援法関係、障害者雇用促進法関係）

・調査・研究の強化やサービス等の質の確保・向上のためのデータベースの整備（難病法・児童福祉法関係、障害者総合支援法関係）

等を推進する。

障害者や難病患者等が安心して暮らし続けることができる地域共生社会（イメージ）

地域の助け合い、教育

施設からの退所

住まいの場
・アパート生活
・グループホーム
・実家 等

病院からの退院

就労

伴走

通院

訪問

障害福祉

通所系福祉サービス

訪問

福祉から雇用へ
雇用・就労

施設系福祉サービス
＜事業所・施設＞

地域生活支援
拠点等の市町
村整備の努力
義務化

等通所

就労系福祉サービス

＜障害福祉＞
就労選択支援の創設

一般就労中の就労系福
祉サービスの一時的利用
＜企業＞

雇用の質向上に向けた助
成金の拡充
短時間労働者（10H以上
20H未満）に対する実雇用
率の算定 等

（障害者雇用）
企業、団体等

医療 （入院・日常の医療）
医療機関

＜精神科病院＞
■ 医療保護入院の入院期間の設定

 入院患者への訪問相談
    退院支援の拡充 等

相談支援等

・市町村

・都道府県

＜市町村＞

基幹相談支援セン
ター整備の努力義務
化

精神保健に関する相
談支援体制整備

等

相談支援事業所等

訪問系福祉サービス

＜グループホーム＞
居宅生活に向けた支援等
の明確化 等

（日常の医療）
訪問看護事業所

基盤整備

支援促進

＜都道府県等＞

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の強
化、福祉・就労等の各種支援の円滑な利用促
進（登録者証の発行等） 等

＜都道府県等＞
■ 難病患者等に対する医療費支給
の助成開始時期を重症化時点に
前倒し 等

ピアサポート活動 友達・趣味等

本人 家族
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高齢者 障害者 病気の方

様々な人に対しての地域包括ケア

14

住まい

医療

生活支援・
介護予防

介護・
福祉

働く／地域
で活躍する

地域づくり

相談支援



すべての人の暮らしを支える基盤としての地域

高齢の方 障害のある方 病気を持つ方 子育て中の方など

地域＝すべての人の暮らしの基盤

相談支援

住まい

医療

生活支援・
介護予防

介護・
福祉

働く／地域
で活躍する

15

相談支援



すべての人の就労・社会活動の場としての地域

相談支援

高齢の方 障害のある方 病気を持つ方 子育て中の方
など

地域＝すべての人の就労・社会活動の場

住まい

医療

生活支援・
介護予防

介護・
福祉

働く／地域
で活躍する
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相談支援



すべての人暮らしを支える基盤としての地域

すべての人の就労・社会活動の場としての地域

相談支援

高齢の方 障害のある方 病気を持つ方 子育て中の方など

地域共生社会

住まい

医療

生活支援・
介護予防

介護・
福祉

働く／地域
で活躍する
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相談支援



地域共生社会の基本コンセプト

〇「支える側、支えられる側という関係を超えて」

（「支える側」と「支えられる側」が固定しない）

個人の視点 ・・・・・支えられながら、支える

人と人の関係の視点・・・相互に支え合いながら、生きる

〇「すべての人」

そのための分野横断的支援（公的サービス＋就労等支援、地域づくり）
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すべての人の生活の基盤としての地域

すべての社会・経済活動の基盤としての地域

交通産業農林 環境

支え・支えられる関係の循環
～誰もが役割と生きがいを持つ社会の醸成～

◇社会経済の担い手輩出
◇地域資源の有効活用、
 雇用創出等による経済
価値の創出

地域における人と資源の循環
～地域社会の持続的発展の実現～

◆制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な
主体が 『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、
住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

◇居場所づくり
◇社会とのつながり
◇多様性を尊重し包摂
 する地域文化

◇生きがいづくり
◇安心感ある暮らし
◇健康づくり、介護予防
◇ワークライフバランス

◇就労や社会参加の場
 や機会の提供
◇多様な主体による、
暮らしへの支援への参画

地域共生社会とは
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（厚労省資料）



SC-Cafeチャンネル
（YouTube）

先進事例等の紹介

「SCカフェ」
生活支援コーディネーターを

支援するWEBページ

https://www.sc-cafe.jp/

生活支援体制整備事業を支援する取り組み
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